
TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

14広報しばやま 

■ 

対
象
者
　
65
歳
以
上
で
、
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
方

■
開
催
日
時
　
全
15
回
（
全
て
㈮
）

　
5
月
18
日
　
5
月
25
日
　

　
6
月
1
日
　
6
月
8
日

　
6
月
15
日
　
6
月
22
日

　
6
月
29
日
　
7
月
6
日

　
7
月
20
日
　
7
月
27
日

　
8
月
3
日
　
8
月
10
日

　
8
月
31
日
　
9
月
7
日

　
9
月
14
日

　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

■
会
場
　
保
健
セ
ン
タ
ー

■
内
容
　

　
筋
力
ア
ッ
プ
の
た
め
の
運
動
や
ス

ト
レ
ッ
チ
、
認
知
症
予
防
を
目
的
と

し
た
体
操
。
歯
科
や
栄
養
の
講
話
な

ど
。
　
　

■
費
用
　
無
料

■
募
集
　
10
人
　
　
　

■
締
切
り
　
４
月
25
日
㈬

　
運
動
制
限
の
有
無
な
ど
を
確
認
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　

■ 

そ
の
他
　
会
場
ま
で
の
交
通
手
段

の
無
い
方
は
送
迎
し
ま
す
。

募集
介
護
予
防
教
室
「
い
つ
ま
で
も
元
気
塾
（
前
期
）」

年
を
重
ね
て
も
元
気
に

　
介
護
予
防
と
聞
い
て
、
「
私
は
ま
だ
そ
ん
な
歳
じ
ゃ
な
い
」
と
思
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？
い
つ
ま
で
も
元
気
塾
は
、
衰
え
知
ら
ず
で
元
気
に
過
ご
す

た
め
、
寝
た
き
り
予
防
を
目
的
と
し
た
教
室
で
す
。

障害者手帳

■ 

予
約
窓
口
　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

ま
で

■
休
日
交
付
日
　
4
月
22
日
㈰

■ 

交
付
時
間
　
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
■
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
（
申

請
書
か
ら
切
り
離
し
た
、
12
桁
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も

の
）

・ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
ご
連
絡
に
同
封
さ
れ
た
は
が

き
）

・ 

写
真
付
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

・
印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）

・ 

お
持
ち
の
方
は
住
基
カ
ー
ド
（
引

き
換
え
で
交
付
し
ま
す
）

※ 
代
理
人
に
よ
る
受
け
取
り
は
本
人

が
入
院
中
な
ど
で
来
庁
が
困
難
な

場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
戸
籍
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

戸籍
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
交
付

事
前
の
予
約
が
必
要
で
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
次
の
休
日
交
付
日
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。
休

日
の
受
け
取
り
を
ご
希
望
の
方
は
、
受
け
取
り
希
望
時
間
を
必
ず
電
話
に

て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
77
‐
３
９
１
4

問

　２月４日㈰、山武市のさんぶの
森中央体育館で「山武郡市小学生
剣道冬季大会」が開催され、芝山
剣道クラブの選手が優秀な成績を
収めました。
■成績
・個人女子三年生の部　準優勝　
　西杏月（小学3年生）左写真
・団体女子の部　第3位　右写真

芝山剣道クラブ
子ども剣士が健闘

　身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳をお持
ちの方で、下記のように記載内
容に変更があった方は届け出が
必要です。

・ 引越しをして住所が変わった。
・名字が変わった。

　手続きは、福祉保健課窓口で
お願いします。

住所や名前が変わったら
届け出が必要です

福祉保健課 福祉係
☎77‐3914

問
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■
手
続
き
に
つ
い
て

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
窓
口
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
な
ど
の
退
職
し
た
日
付
が

分
か
る
書
類
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の

■
保
険
料
額

　
国
民
年
金
の
保
険
料
（
定
額
）

は
、
月
額
１
６
，
３
4
０
円
（
平
成

30
年
度
）
で
す
。

※ 

退
職
と
同
時
に
会
社
員
（
ま
た
は

公
務
員
）
の
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ

る
場
合
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
へ

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

※ 

会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
も
、
国
民

年
金
へ
の
変
更
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。

　
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
の
保
険
料

が
免
除
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
国
保
に
加
入
す
る
場
合

　
退
職
な
ど
を
し
た
と
き
に
発
行
さ

れ
る
証
明
書
（
資
格
喪
失
連
絡
票
な

ど
）
で
日
付
を
確
認
し
、
国
保
加
入

の
手
続
き
を
し
ま
す
。
退
職
前
に
国

保
加
入
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
国
保
を
脱
退
す
る
場
合

　
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
証
な
ど
が

発
行
さ
れ
た
後
に
、
国
保
を
や
め
る

届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届
け

■
手
続
き
に
つ
い
て

　
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
申
請
書
」
を
国
保
年
金
係
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
遅
れ
て

も
最
大
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
免
除

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
や

退
職
（
失
業
）
時
の
免
除
審
査
の
特

例
（
退
職
さ
れ
た
方
の
所
得
を
除
外

し
て
審
査
）
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
書
（
国
保
年
金
係
窓
口
に
あ

り
ま
す
）
、
印
鑑
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
分
か
る
も
の
な
ど

　
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
0
5
7
0
―

０
５
―
1
1
6
5
）
か
国
保
年
金
係

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

出
が
遅
れ
る
と
、
国
保
税
と
保
険
料

が
二
重
に
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

【
注
意
】
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

後
、
国
保
保
険
証
を
使
っ
て
医
療
を

受
け
て
し
ま
う
と
、
町
が
負
担
し
た

医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
必
ず
保
険
証
が
変

わ
っ
た
こ
と
を
医
療
機
関
に
伝
え
て

く
だ
さ
い
。

国保
国
保
の
加
入
・
脱
退

速
や
か
に
届
け
出
を
！

　
新
た
に
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、「
国
保
」）
に
加
入
す
る
と
き
ま
た
は

脱
退
す
る
と
き
に
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。
必
ず
事
由
が
発
生
し
た
日

か
ら
14
日
以
内
に
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

年金
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民

年
金
へ
の
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

■主な必要書類など

どんなとき 届け出に必要なもの

・ 職場の保険を
やめたとき

・ 扶養から外れ
たとき

印鑑・職場の健康保険
をやめた証明書（資格
喪失連絡票など）
世帯主および国保に加
入する方のマイナン
バー（個人番号）が分
かるもの

・ 職場の保険に
加入したとき

・ 扶養に入った
とき

印鑑・新たに加入した
全員の社会保険証な
ど・国保の保険証
世帯主および国保をや
める方のマイナンバー
（個人番号）が分かる
もの


